
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
要
綱

第
一　

題
名

題
名
を
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

題
名
関
係
）

第
二　

目
的

こ
の
法
律
の
目
的
に
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
に
定
め
る
権
利
を
的
確
に
行
使
し
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け

る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
適
正
な
利
用
を
図
る
た
め
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
設
置
の
許
可
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
第
一
条
関
係
）

第
三　

定
義

一　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
排
他
的
経
済
水
域
」
と
は
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律

第
七
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
排
他
的
経
済
水
域
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
　

（
第
二
条
第
六
項
関
係
）

二　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
募
集
区
域
」
と
は
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て



海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
す
る
者
を
募
集
す
る
区
域
と
し
て
第
六
の
二
の
１
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区

域
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。　

  
  

  
  
 
  
  
  
 

　
　

  
  
 
  
  
 
   

 
  
  
 
  

  
  

 

（
第
二
条
第
七
項
関
係
） 

第
四　

基
本
方
針 

基
本
方
針
の
記
載
事
項
に
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
募
集
区
域
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
六
条
第
二
項
関
係
） 

第
五　

領
海
及
び
内
水
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置 

一　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
基
準
に
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
実

施
が
当
該
区
域
の
海
洋
環
境
並
び
に
当
該
区
域
の
周
辺
の
海
岸
及
び
そ
の
近
傍
の
土
地
の
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

　
　
　

（
第
十
条
第
一
項
第
六
号
関
係
） 

二　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
続
と
し
て
、
環
境
大
臣

は
、
海
洋
環
境
等
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
条
第
四
項
関
係
） 

三　

環
境
大
臣
は
、
海
洋
環
境
等
調
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
海
洋
環
境
等
調
査
方
法
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
こ



と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
一
条
関
係
） 

四　

公
募
占
用
計
画
の
記
載
事
項
に
、
気
象
、
海
象
、
海
底
の
地
形
等
の
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設

置
す
る
海
域
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
し
、
及
び
維
持
管
理
す
る

過
程
で
取
得
す
る
も
の
の
管
理
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
二
項
第
十
四
号
関
係
） 

五　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
事
業
者
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
選
定
し

よ
う
と
す
る
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
公
募
占
用
計
画
に
第
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き

に
つ
い
て
も
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
港
湾
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
八
条
第
五
項
関
係
） 

六　

選
定
事
業
者
が
そ
の
認
定
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

選
定
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
章
第
一
節
及
び
第
三
章
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。  

  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  

  

　

 

　

  
 
 

　
　
　

（
第
二
十
五
条
関
係
） 

七　

港
湾
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
選
定
事
業
者
が
第
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ

た
認
定
公
募
占
用
計
画
に
従
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
行
為
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
十
六
条
第
二
項
関
係
） 

第
六　

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置 

一　

何
人
も
、
五
の
３
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
排
他
的
経
済
水
域
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
電
気
に
変

換
す
る
設
備
（
そ
の
規
模
、
設
置
の
形
態
そ
の
他
の
事
由
を
勘
案
し
て
そ
の
設
置
に
よ
り
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海

洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
適
正
な
利
用
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
五
十
八
条
１
に
規
定
す
る
海
底
電
線
を
除
く
。
）
を

設
置
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
一
条
関
係
） 

二　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
募
集
区
域
の
指
定 

１　

経
済
産
業
大
臣
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
相
当
の
面
積
の
区

域
を
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
募
集
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２　

１
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
募
集
区
域
の
位
置
及
び
区
域
の
公
告
、
利

害
関
係
者
の
意
見
書
の
提
出
等
、
１
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
続
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３　

経
済
産
業
大
臣
は
、
１
の
指
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備



設
置
募
集
区
域
に
関
し
一
定
の
事
項
を
併
せ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
関
係
） 

三　

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
係
る
仮
の
地
位
を
付
与
す
る
処
分
等 

１　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
募
集
区
域
に
お
い
て
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
し
て
、
そ
の
設
置
に
係
る
仮
の
地
位
を
付
与
す
る
処

分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
三
条
関
係
） 

２　

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
１
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
場
合

に
限
り
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
仮
の
地
位
を
付
与
す
る
処
分
（
以
下
「
仮
許
可
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
四
条
関
係
） 

３　

仮
許
可
を
受
け
た
者
（
当
該
仮
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
仮
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に

つ
い
て
五
の
２
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
）
が
当
該
仮
許
可
（
当
該
仮
許
可
を
受

け
た
者
が
当
該
仮
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
つ
い
て
五
の
２
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
）
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
仮
許
可
を
受
け

た
者
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
法
第
二
章
第
一
節
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
五
条
関
係
） 

四　

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
仮
許
可
を
し
た
と
き
は
、
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置

募
集
区
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
を
組
織

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
六
条
関
係
） 

五　

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
の
許
可
等 

１　

仮
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
仮
許
可
区
域
に
お
い
て
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
申
請
し
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
七
条
関
係
） 

２　

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
１
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
場
合

に
限
り
、
当
該
申
請
に
係
る
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３　

２
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
区
域
（
我
が
国
の
領
海
及
び
内
水
の

海
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
当
該
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
八
条
関
係
） 



４　

２
の
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
関
す
る
計
画
（
六
の
１
に
お
い
て
「
海
洋
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
」
と
い
う
。
）
又
は
区
域
図
の
変
更
の
許
可
及
び
届
出
に
つ
い
て
所
要
の
規
定

を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
十
九
条
関
係
） 

六　

許
可
事
業
者
の
義
務
等 

１　

許
可
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
（
五
の
４
の
変
更
の
許
可
又

は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
従
っ
て
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
、
維

持
管
理
及
び
撤
去
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
条
関
係
） 

２　

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
に
関
す
る
工
事
の
届
出
等
、
許
可
事
業
者
に
対
す
る
監
督
命
令
並
び

に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
廃
止
の
届
出
及
び
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
撤
去
の
確
認

等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

（
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
関
係
） 

七　

仮
許
可
を
受
け
た
者
又
は
許
可
事
業
者
が
有
し
て
い
た
地
位
の
承
継
、
仮
許
可
又
は
五
の
２
の
許
可
の
取
消
し
等
、
許

可
事
業
者
が
五
の
２
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
許
可
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
撤
去
義
務
等
、
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
並
び
に
国
際
約
束
の
誠
実
な
履
行
に
つ
い
て
所
要
の
規
定



を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
関
係
） 

第
七　

雑
則 

国
土
交
通
大
臣
は
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
適
正
な
利
用
に
資
す
る
た
め
、
海
洋

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
必

要
な
人
員
及
び
物
資
の
輸
送
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
港
湾
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
九
条
関
係
） 

第
八　

そ
の
他 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
九　

附
則 

一　

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
） 

三　

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
五
条
関
係
） 



四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）


